
平
成
二
十
二
年
二
月
九
日
受
領

答

弁

第

五

八

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
八
号

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
道
路
や
河
川
の
補
修
・
改
修
に
対
す
る
財
政
措
置
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
方
公
共
団
体
の
管
理
す
る
道
路
や
河
川
の
補
修
・
改
修
に
対
す
る
財
政
措
置
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
も
、
御
指
摘
の
と
お
り
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

局
地
的
な
豪
雨
に
よ
る
水
害
対
策
と
し
て
は
、
小
規
模
河
川
も
含
め
た
水
系
全
体
と
し
て
の
河
川
整
備
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
河
川
整
備
と
と
も
に
、
当
該
河
川
の
流
域
に
お
い
て
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
す
る
施

設
の
整
備
や
、
河
川
管
理
者
、
市
町
村
及
び
地
域
住
民
と
の
間
で
の
防
災
情
報
の
共
有
の
推
進
な
ど
の
施
策
を
組
み
合
わ
せ

た
総
合
的
な
治
水
対
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
に
国
土
交
通
省
が
公
表
し
た
と
お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
社
会
資
本
整
備
に
つ
い

て
、
道
路
整
備
や
河
川
整
備
等
の
個
別
の
事
業
に
関
す
る
既
存
の
補
助
金
を
原
則
と
し
て
廃
止
し
、
地
方
公
共
団
体
に
と
っ

て
自
由
度
の
高
い
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
仮
称
）
を
平
成
二
十
二
年
度
に
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、
そ

一



の
詳
細
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
が
行
う
道
路
や
河
川
の
補
修
・
改
修
に
係
る
事
業
で
あ
っ
て
、
施
設
の
延
命
化
や
機
能
強
化
に
資
す
る
事

業
に
要
す
る
経
費
は
、
公
共
施
設
の
建
設
事
業
費
と
し
て
、
地
方
債
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
地
方
債
措
置
に
関
し
て
は
、
既
に
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


